相続関係説明図確認に必要な戸籍謄本等

１　被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等
２　被相続人の配偶者が被相続人より後に死亡した場合は，配偶者の出生から死亡までの戸籍謄本等
３　相続人全員の戸籍謄（抄）本と戸籍附票（若しくは住民票）
　　相続人が死亡している場合は，その相続人の相続人の戸籍謄（抄）本と戸籍附票（若しくは住民票）
※戸籍関係書類は，直系の方でないと取得できないので，兄弟やその他の方の戸籍を取得するに本人（又は直系の方）に取得してもらうか，委任状をもらって取得してください。
